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植栽等の景観形成活動（小松市千代町）

宮竹用水沈砂池（能美市岩本町）

道の駅こまつ木場潟

⑫ 企業の森による森林整備活動（小松市若杉町）

⑫ ルビーロマン（加賀市豊町）

⑦ 森林整備工（加賀市篠原町）

⑨ 新堀川潮止水門（加賀市伊切町）

農業用河川工作物応急対策事業（小松市中海町）

基幹水利施設予防保全対策事業（小松市梯町）

JA加賀野菜集出荷貯蔵施設（加賀市作見町）

⑩ トマト栽培（小松市）

JAグリーン加賀元気村 ⑮ 梨園（加賀市奥谷町）⑭ JA小松市野菜総合集出荷場（小松市向本折町）
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たまねぎ栽培（能美市大長野）16

子供に対する森林環境教育4

17

能美の市

加賀丸いも栽培（能美市福岡町）

3

14 林道の整備（小松市津江町）

17

14

白山市内

白山市別宮町

大日川ダム

あわら温泉

福井県あわら市

福井県永平寺町

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 5JHf 28」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


